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販売管理システム 新消費税率対応について 

 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素はタテムラ製品をご利用いただきまして、

誠にありがとうございます。 
 
 さて、令和元年 10 月 1 日より消費税の税率が 10%に引き上げられます。同時に軽減税率制度（8%）

も導入されることによる弊社販売管理システムの新消費税率への対応方針及び新消費税率対応販売価格

をご案内致します。 
また、軽減税率対応状況について、いくつかお伺いさせていただきたく別紙アンケートを同封致しまし

た。つきましては、令和元年 8 月 23 日(金)までに、内容を記載の上ＦＡＸにてご返信いただけますよう、

宜しくお願い致します。 
尚、新消費税率対応プログラムの発送につきましては、令和元年 9 月中旬以降を予定しております。 
 
対応内容： 
・基本的な伝票発行・請求書(請求明細書・合計請求書)等については、税率設定ファイルを更新する 
ことにより、令和元年 10 月 1 日以降の伝票は自動的に新消費税率及び軽減税率にて計算します。 

・月次消費税自動伝票発行につきましても同様の処理を行います。 
・令和元年 10 月 1 日前後の、税率切替時期に発生すると思われる処理への対応として、伝票発行 
プログラム内で手動にて税率を変更できるよう機能を追加します。 

 
 【販売プログラム保守非加入のお客様：新消費税率対応版ご提供価格】 

 新消費税率対応価格 108,000 円（税込）/ 一台～  

 
※「販売プログラム」保守にご加入の方、コンピュータ買い替え時にご契約の方はご契約範囲内で 

プログラムを発送致します。(ご注文は不要です。) 
※ 財務・税務プログラムの対応につきましては、後日、ご案内致します。 
ご多忙な時期かとは存じますがご理解の程よろしくお願い致します。 
今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。 

敬 具 



 

販売管理 新消費税率対応プログラム価格表及びご注文書 

＜販売管理プログラム新消費税率価格＞ ※下段( )内は税抜き価格 
コンピュータまたは端末の台数 1台 2台 3台 4台 5台以降

108,000 151,200 172,800 194,400 216,000
(100,000) (140,000) (160,000) (180,000) (200,000)

　販売プログラム 新税率対応版
※販売プログラム保守ご加入の場合、ご注文は不要です※

非保守
 

 (特殊)：別途 1 本当たり 32,400(税込)~ 
 
<販売プログラム保守>  
 
 
 
 
 
 
※リモートサポートを含みます（10,800(税込)/年額） 
※令和元年 10 月 1 日以降の消費税は 10%になります。 
※諸保守の途中加入は Zn シリーズ（2016 年 4 月発売）以降のシステムご利用のお客様となります。 

 

 
 

ご使用のコンピュータまたは端末の全台数・・・    台 
※販売プログラム 新消費税率は端末ごとの申し込みはできませんのでご注意ください 

 

合計金額         円(税込) 

※販売管理 新消費税率対応についてもっと詳しく聞きたい、販売保守を申し込みたい等 
 システムサービス課から連絡をご希望される場合はチェックを付けてください。 
 

 
 

御 社 名  
ご担当者名  
ご 住 所  
電話番号  

システムサービス課より連絡を希望 □ 

1台 2台 3台 4台 5台以降

38,880 54,432 62,208 69,984 77,760
(36,000) (50,400) (57,600) (64,800) (72,000)

3,240 4,536 5,184 5,832 6,480

(3,000) (4,200) (4,800) (5,400) (6,000)

25,920 36,288 41,472 46,656 51,840

(24,000) (33,600) (38,400) (43,200) (48,000)

2,160 3,024 3,456 3,888 4,320

(2,000) (2,800) (3,200) (3,600) (4,000)

コンピュータまたは端末の台数

　販売プログラム[標準のみ]

（年額)

（月額)

（年額)

（月額)
　販売プログラム[特殊プログラムを含む]

<<販売基本プログラム 新消費税率 ご注文書>> 

ご注文 FAX：042-553-9901 

システムサービス課より連絡を希望 □ 



 
 
 
 
 

※ご注文がない場合でもご回答をお願いします※ 
 
軽減税率の対象品目は、大まかに酒類・外食を除く飲食料品と週 2 回以上発行される新聞(定期購読契

約に基づくもの)です。お客様の業種により利用のシステムへの影響がありますので、お手数ですが下記

のアンケートにお答えいただき FAX にて返信いただきますよう、お願い申し上げます。 
 

１．軽減税率(8%)対象取引の有無について 
□軽減税率(8%)対象取引はない。標準税率(10%)のみである 
□取引は軽減税率(8％)対象取引のみである 
□標準税率(10%)と軽減税率(8％)対象取引が混在する（複数税率） 

 
２．軽減税率(8%)対象取引に伴う対応について 

□納品書や請求書等帳票の見直しが取引先との間で発生する可能性があるためその対応が必要 
□商品登録の見直しを考えている 

 
３．その他 

□タテムラ販売管理は使用していない 
 

 
 

御 社 名 
 
 

ご担当者名 
 
 

ご 住 所 
 
 

電話番号 
 
 

軽減税率制度導入に関するアンケート 

アンケート FAX：042-553-9901 


